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むつ市用途地域等見直し

見直し方針説明会

平成22年６月25日

テーマ：むつ市の基本的方針について
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これまでの取り組み
◆むつ市都市計画マスタープラン（Ｈ7.3）

◆大畑まちづくりプラン（Ｈ14.3）

▲むつ市都市計画基礎調査（Ｈ20年度）

▲むつ市都市計画マスタープラン（Ｈ20～21年度）

Ｈ22.4公表

大畑まちづくりプランを並行計画として活用

▲都市計画道路見直し検討調査（Ｈ21年度：県）

むつ市、大畑町、川内町、脇
野沢村による合併（Ｈ17.3）
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むつ市の基本的方針

『生活・産業・エネルギー・自然が共に活きる大地

下北広域圏をけん引する 陸奥の国づくり』

◆人口減尐、超高齢社会

◆公共施設の維持管理費等の増大

◆公共交通の衰退

◆地域コミュニティの弱体化

都市計画マスタープランにおける都市づくりの基本テーマ

むつ市を取り巻く社会的背景

 

生活 

自然 
産業・ 

エネルギー 

創造性豊かな生活を育む住みよいまち 

地域資源を活かした

活力のまち 
豊かな自然環境の維

持・共生するまち 

《生活と自然の調和》 

身近な自然環境を享受する

良好な生活環境の維持・向上 

《生活と産業との相関》 

産業の活性化、活力の強化

に伴う雇用・定住の拡大 

《自然を活かした産業》 

豊かな自然・地域資源を活

かした新たな産業の創造 

大地 
下北半島・下北広域圏

の中心を形成するまち 

生 活 に 必要
な 都 市 機能
の集積 

産業・経済・
賑 わ い の中
心地 

海・川・山のシ
ン ボ ル と な る
自然資源・景観 
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○効率的で持続可能な社会の構築

都市づくりの基本テーマ・目標を実現するための課題

○拡大型のまちづくり（都市化社会）を見直し、コンパクトなま
ちづくり（都市型社会）への転換

『むつ市におけるコンパクトなまちづくり・都市づくり』

都市づくりの目標

◆誰もが安心して暮らせる住みよい都市づくり

◆本市の産業が進む道を支援する産業基盤づくり

◆豊かな自然を子孫に残す、自然環境の保全・維持

◆下北広域圏の中心拠点となるネットワーク型都市構造の
形成
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将来都市構造（むつ地域・

大畑地域の市街地）

○『都市的な土地利用を促進
する区域』と農地・森林等
の『自然環境を維持・保全
する区域』、集落居住等の
『自然環境と共生する区
域』の区域区分を明確にし
ます。
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◆むつ田名部地域、むつ中央下北地域、むつ大湊地域、大
畑地域、川内地域、脇野沢地域の商業地を中心とした市
街地ごとに、地域の歴史・生活文化の伝承や地域性豊か
な景観などを活かしながら、市街地の計画的な土地利用
のコントロールと適正な都市機能の配置により、魅力的か
つ生活利便性の高い空間を創出します。

むつ市のコンパクトなまちづくり・都市づくり

①個々の市街地におけるコンパクトなまちづくり

◆秩序ある市街地の形成

◆街なか居住の推進

◆街なかの都市機能の強化

◆市街地の快適な移動の確保
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◆将来都市構造の市街地ゾーンや地域の生活ゾーンと、そ
の周辺に位置する自然共生ゾーンの集落地を結ぶ交通
ネットワークを強化し、むつ市及び下北半島を象徴する
海・山・農地・森林などの豊かな自然環境を維持保全し、
自然環境に囲まれた市街地を形成します。

むつ市のコンパクトなまちづくり・都市づくり

②市街地と周辺集落地域の連携

◆集落との連絡機能の強化

◆農地の有効利用
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◆下北広域圏と県内主要都市を結ぶ広域交通ネットワーク
を強化し、観光・交流・レクリエーション機能の充実を図り
ます。

むつ市のコンパクトなまちづくり・都市づくり

③下北広域圏の中心拠点としての近隣町村との連携

◆都市機能の相互補完

参考

『東北発コンパクトシティのすすめ』

国土交通省東北地方整備局
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むつ市の基本的方針 その１
◆現在の用途地域を維持し、市街地の無秩序な拡
散を抑制します。

◆都市型居住エリアでは、戸建て住宅や集合住宅を
中心とした良好な住宅地の形成を目指します。

◆中心商業エリアにおいても街なか居住を推進する
ことにより、にぎわいの創出を図ります。

◆中心商業エリアでは、空き店舗などの既存ストック
を有効利用し、高齢者施設などの医療福祉機能の
充実を図ります。
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むつ市の基本的方針 その２
◆住宅地エリアでは、高齢者などが安心して歩いて
買い物ができる環境やバリアフリーに配慮した道
路基盤の整備・改良などを進めます。

◆農地保全エリアでは、魅力ある農業の創出、農作
物の生産性を向上するために土地の有効利用の
検討を進めます。

◆むつ市は下北広域圏、下北半島の中心拠点として
の機能・役割を担う都市であり、むつ市のみならず、
近隣町村が一体となったネットワーク型の都市構
造を目指します。
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むつ市の基本的方針 その３
◆用途地域は、マスタープランに位置づけた土地利
用の方向性や現況土地利用の状況などに配慮し、
必要に応じて見直し検討を行っていきます。

◆一部が未整備区間となっている都市計画道路は、
マスタープランにおける道路機能の位置づけをふ
まえつつ、都市計画道路を見直します。

◆マスタープランに示された将来像の実現化、まち
づくりの計画的な推進においては、住民と協働で
進めることが重要です。
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都市計画道路見直しガイドライン
◆青森県都市計画課がＨ17.8に公表

ガイドライン作成の目的

◆現在の都市計画道路の多くは人口増加、市街地拡大を
前提に定められている。

◆人口減尐、尐子高齢化が進行していること、計画決定時
からまちづくりの方向性が変化していること、公共投資の
縮減により、より一層の効率的な整備が求められているこ
となどから、都市計画道路の見直しが必要となっている。

◆未整備の都市計画道路について、必要性等を検証し、計
画の継続、変更、廃止の考え方等を示すものである。



No.13

長期未着手による弊害・問題点

◆事業実施時期が不明確であることから、地権者が将来生
活設計を行うにあたり、不確定要素のひとつとなる。

◆都市計画法第53条により建築が制限されていることから、
地権者が土地を有効に利用できない。また、この制限が
理由とされ土地の売買等に支障がでることも考えられる。

◆先行取得した土地が放置されることにより街なみ景観が
悪化する（不法投棄場所等）などの弊害が生じることも考
えられる。

◆都市計画道路は、現状ペースで整備を進めた場合、整備
完了まで相当年数がかかることから、今後も明確な事業
予定がないまま建築制限を課する状態が続くことになる。
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都市計画道路見直しの基本的な考え方

見直しの基本姿勢

◆見直しにあたっては、見直し対象路線について、現在の社
会経済情勢や将来都市像を踏まえ、その必要性を検討。

◆必要性があると判断された路線であっても、効率的・効果
的な道路ネットワークの形成を図る観点から、既存道路等
の有効活用について検討を行う。

◆歴史的・文化的資源の活用及び良質な街並み・都市空間
の形成を図るような取り組みが行われる場合は、それらの
取り組みの方向性と連動した見直しを行う。



No.15

都市計画道路見直しフロー

Ⅰ都市計画道路調書

○都市計画道路の現況を整理
するために、計画決定に係る
諸元、決定状況、整備状況等
を記載する。

Ⅱ見直し対象路線の抽出

○未改良部を含む路線を対象。

○計画路線全体で評価すること
を基本とする。
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都市計画道路見直しフロー

Ⅲ路線評価カルテ

①必要性

○上位・関連計画への位置づけ

○ネットワーク上の重要性

○道路機能からの必要性

②代替性

○代替路線
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都市計画道路見直しフロー

Ⅲ路線評価カルテ

③実現性

○事業上の支障

○構造上の支障

○地元動向

Ⅳ見直し検討

○見直し検討

○合意形成
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現在の用途地域について
◆用途地域は、都市計画が定める地域地区のうち
最も基礎的なものです。

◆平成12年の法改正により12種類に細分化。

12種類のうち②、④は指定なし

①第一種低層住居専用地域

②第二種低層住居専用地域

③第一種中高層住居専用地域

④第二種中高層住居専用地域

⑤第一種住居地域

⑥第二種住居地域

⑦準住居地域

⑧近隣商業地域

⑨商業地域

⑩準工業地域

⑪工業地域

⑫工業専用地域
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建築物の用途制限 その１
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建築物の用途制限 その２

参考：市ホームページ
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建築物の用途制限 その３

参考：市ホームページ
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建築物の用途制限 参考

参考：『青森県の都市計画』

◆むつ市の用途地域には、指定
されていない地域が以下のと
おり2種類あります。それぞれ
の用途地域における建築物
の用途制限は図のとおりです。

②第二種低層住居専用地域

④第二種中高層住居専用地域
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むつ市の用途地域指定状況

種類 面積 
建築物の延べ面積

の敷地面積に対す

る割合 

建築物の建築面

積の敷地面積に

対する割合 

外壁の後退

距離の限度 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

建築物の高さの

制限 

約５３７ha ８／１０以下 ５／１０以下 －－－－ －－－－ １０ｍ以下 
第一種低層住居専用地域 

約 １１ha ８／１０以下 ６／１０以下 －－－－ －－－－ １０ｍ以下 

第一種中高層住居専用地域 約１８１ha ２０／１０以下 ６／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

第一種住居地域 約１８２ha ２０／１０以下 ６／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

第二種住居地域 約 ２１ha ２０／１０以下 ６／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

準住居地域 約 ４１ha ２０／１０以下 ６／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

近隣商業地域 約 ６６ha ２０／１０以下 ８／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

商業地域 約 ３６ha ４０／１０以下 ※８／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

準工業地域 約 ７２ha ２０／１０以下 ６／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

工業地域 約 ３１ha ２０／１０以下 ６／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

工業専用地域 約１０２ha ２０／１０以下 ６／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

合計 約１，２８０ha   ※ 建築基準法による   

 

むつ都市計画区域

参考：市ホームページ
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むつ市の用途地域指定状況

種類 面積 
建築物の延べ面積

の敷地面積に対す

る割合 

建築物の建築面

積の敷地面積に

対する割合 

外壁の後退

距離の限度 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

建築物の高さの

制限 

第一種低層住居専用地域 約 ４６ha ８／１０以下 ５／１０以下 －－－－ －－－－ １０ｍ以下 

第一種住居地域 約１２８ha ２０／１０以下 ６／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

第二種住居地域 約 ６７ha ２０／１０以下 ６／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

近隣商業地域 約８．５ha ２０／１０以下 ８／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

商業地域 約５．５ha ４０／１０以下 ※８／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

準工業地域 約 ４８ha ２０／１０以下 ６／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

工業専用地域 約 ３３ha ２０／１０以下 ６／１０以下 －－－－ －－－－ －－－－ 

合計 約３３６ha   ※ 建築基準法による   

 

大畑都市計画区域

参考：市ホームページ
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現在の都市計画道路について
◆都市計画道路は、都市において最も基本的な都
市施設で、様々な機能を有しています。

内容

通行機能 人や物資の移動の通行空間としての機能（トラフィック機能）

沿道利用機能
沿道の土地利用のための出入、自動車の駐停車、貨物の積み降ろし等の沿道サービス機能
（アクセス機能）

景観、日照、相隣等の都市環境保全のための機能

避難・救援機能 災害発生時の避難通路や救援活動のための通路としての機能

災害防止機能 火災等の拡大を遅延・防止するための空間機能

公共交通のための導入空間
地下鉄、都市モノレール、新交通システム、路面電車、バス等の公共交通を導入するための
空間

供給処理・通信情報施設の空間
上水道、下水道、ガス、電気、電話、ＣＡＴＶ、都市廃棄物処理管路等の都市における供給処
理および通信情報施設のための空間

道路付属物のための空間 電話ボックス、電柱、交通信号、案内板、ストリートファニチャー等のための空間

都市構造・土地利用の誘導形成
都市の骨格としての都市の主軸を形成するとともに、その発展方向や土地利用の方向を規
定する

街区形成機能 一定規模の宅地を区画する街区を形成する

生活空間 人々が集い、遊び、語らう日常生活のコミュニティ空間

③市街地形成機能

機能の区分

①交通機能

②空間機能

都市環境機能

都市防災機能

収容空間

参考：『実務者のための新都市計画マニュアルⅡ』
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むつ市の都市計画道路の整備状況

むつ都市計画区域：19路線
路線番号 路線名 起点 終点 決定年月日     

幅員

（m） 

計画延長

（km） 

改良済延長

（km） 

3・3・1 大曲越葉沢線 大曲三丁目 大字大湊字越葉沢 H15年 3月 12日 25 7.32 0.72 

3・3・2 下北臨港一号線 港町 真砂町 S50年 3月 13日 25 2.77 0.00 

3・3・3 下北臨港二号線 港町 港町 S50年 3月 13日 25 0.60 0.00 

3・4・1 横迎町大平町線 横迎町二丁目 大平町 S50年 3月 13日 20 5.61 2.39 

3・4・2 港町小平館線 港町 大字田名部字小平館 S50年 3月 13日 16 5.24 3.46 

3・4・3 金曲金谷線 金曲一丁目 大字田名部字二又川目 S50年 3月 13日 20 2.76 0.78 

3・4・4 横迎町大湊浜町線 横迎町 大湊浜町 S50年 3月 13日 16 5.88 2.54 

3・4・5 柳町桜木町線 柳町三丁目 桜木町 H8年 11月 15日 16 11.15 7.71 

3・5・1 緑町女館線 海老川町 大字田名部字寺崎の内北女館 H8年 11月 15日 12 3.79 1.05 

3・5・2  田名部駅停車場線  田名部町  柳町一丁目  S50年 3月 13日  12  0.31  0.31  

3・5・3  金曲小川町線  金曲一丁目 小川町二丁目 H3年 12月 13日  12  1.54 0.47  

3・5・4  金曲後田線 金曲一丁目  大字田名部字後田  S50年 3月 10日  12  2.33  0.40  

3・5・5  昭和町杉の木線  緑町  中央一丁目  S50年 3月 10日  12  2.26  0.00  

3・5・6 大平町山田線 大平町 文京町 S50年 3月 10日 12 0.90 0.00 

3・5・7  下北駅緑町線  下北町  緑町  S50年 3月 13日  12  0.85  0.00  

3・5・8  横迎町明神川線  横迎町一丁目  柳町一丁目  S63年 11月 1日  12  0.50  0.19  

3・5・9 大平町並川町線 大平町 並川町 S50年 3月 10日 12 0.91 0.00 

3・5・10 大平町大湊新町線 大湊新町 大湊新町 S50年 3月 10日 12 0.59 0.00 

3・5・11 大湊浜町八森線 大湊浜町 大湊浜町 S55年 3月 31日 12 0.36 0.26 

 

参考：市ホームページ



No.29

むつ市の都市計画道路の整備状況

大畑都市計画区域：10路線

路線番号 路線名 起点 終点 決定年月日 
幅員 

（m） 

計画延長 

（km） 

改良済延長 

（km） 

3・3・1 上野線 大畑町上野 大畑町上野 S51年 12月 25日 22 0.76 0.76 

3・4・1 湊松ノ木線 大畑町湊 大畑町松ノ木 S48年 11月 22日 19 1.77 0.75 

3・4・2  上野湊線  大畑町上野  大畑町湊  S48年 11月 22日  19  1.33  0.00  

3・4・3  平兎沢線  大畑町正津川平  大畑町兎沢  S51年 12月 25日  16  3.09  0.00  

3・4・4  本町湯坂下線  大畑町本町  大畑町湯坂下  S48年 11月 22日  16  0.67  0.00  

3・4・5  高待二枚橋線  大畑町正津川高待  大畑町二枚橋  S48年 11月 22日  16.5  6.80  4.98  

3・5・1  平鳥谷場線  大畑町正津川平  大畑町正津川鳥谷場  S53年 12月 1日  12  2.20  1.80  

3・5・2  上野湊線  大畑町上野  大畑町湊  S48年 11月 22日  12  0.86   0.00 

3・5・3  東町松ノ木線  大畑町東町  大畑町松ノ木  S48年 11月 22日  12  1.33  0.54  

3・5・4  中島新町線  大畑町中島  大畑町新町  S48年 11月 22日  12  0.63  0.00  

 

都市計画道路 計画延長合計：75.11Ｋｍ

都市計画道路 改良済み延長合計：29.11Ｋｍ

都市計画道路 未改良延長合計：46.00Ｋｍ
参考：市ホームページ



No.30

今後の見直し作業スケジュール

◆平成22年度中に素案・原案のとりまとめ、住民説
明会、市都市計画審議会、県協議、公聴会、縦覧
を行い、3月末までに法手続きを完了し、平成23年
4月に告示する予定です（県決定の都市計画道路
については県の手続きによります）。

◆住民説明会は9月中旬に素案説明会、11月下旬に
原案説明会、12月中旬に公聴会を行う予定です。

◆本日の方針説明会での意見や、7月下旬までの意
見募集をもとに、9月上旬までに用途地域見直しと
都市計画道路見直しの素案をとりまとめます。



No.31

法手続き等の予定

■下記スケジュールは、現時点での予定であり、作業進捗に
よっては変更する場合があります。

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

県協議（2回） ○ ○

市都市計画審議会（4回） ○ ○ ○ ○

住民説明会（3回） ○ ○ ○

市都市計画公聴会（1回） ○

意見募集

素案策定

原案策定

市決定案策定

市決定縦覧
原案縦覧 17条縦覧


